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一
七
九
一
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る

人
民
主
権
思
想
の
展
開

ロ桓

春
　
生

は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
私
は
遺
稿
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
憲
法
に
お
け
る
人
民
主
権
思
想
の
展
開
」
　
（
一
）
に
お
い
て
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
お
け
る
主

　
　
権
の
意
義
に
つ
い
て
詳
説
し
た
。
こ
の
論
文
は
そ
の
続
篇
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
前
事
執
筆
後
に
、
関
連
す
る
研
究
と
し
て
は
、
鬼
柳
勝

　
　
一
「
コ
ン
ド
ル
セ
の
国
民
議
会
論
序
説
」
　
（
「
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
」
、
十
二
巻
二
号
）
、
浦
田
一
郎
コ
七
八
九
年
に
お
け
る

　
　
シ
ェ
イ
エ
ス
の
主
権
理
論
」
、
　
（
コ
橋
研
究
」
、
二
三
号
）
、
岡
本
明
「
ジ
ャ
コ
バ
ン
国
家
論
」
　
（
「
社
会
思
想
」
、
二
一
一
）
、
井

　
　
上
す
ず
「
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
の
政
治
構
造
」
、
が
発
表
さ
れ
た
。
な
お
、
一
昨
年
公
法
学
会
で
も
主
権
概
念
に
か
ん
す
る
諸
報
告
の
な
か

　
　
で
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
憲
法
に
つ
い
て
も
討
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
問
題
の
す
べ
て
が
解
決
し
つ
く
さ
れ
た
と
は
い
い
が

　
　
た
い
。
　
（
「
公
法
研
究
」
、
二
三
号
参
照
）

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
憲
法
、
と
く
に
一
七
九
三
年
六
月
二
四
日
の
憲
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
市
民
法
型
憲
法
の
範
疇
に
属
す
る
と
は

説　
　
い
え
、
こ
の
憲
法
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
人
民
主
権
の
理
念
は
、
一
八
七
一
年
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
…
ン
、
一
九
一
八
年
ロ
シ
ア
社
会
主
義
連

論
邦
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
憲
法
を
つ
ら
ぬ
く
系
譜
と
な
っ
て
客
・
－
）
そ
し
て
・
こ
の
よ
う
な
観
点
に
お
け
る
憲
法
思
想
史
的
研
究
と
し
て
注
目
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さ
れ
る
の
は
、
＞
o
｝
回
田
①
竃
①
ω
讐
Φ
雲
℃
三
一
畳
℃
Φ
○
暮
江
口
ひ
q
①
が
O
o
昌
。
り
葺
暮
一
〇
p
ゆ
巴
δ
B
①
宣
o
O
σ
営
簿
O
o
⇔
ω
塾
生
δ
昌
⇒
め
巴
哲
5
①
ω
○
＜
匪

説　
　
δ
肩
ρ
口
ρ
ト
⑩
謡
．
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
研
究
に
よ
っ
て
前
稿
の
結
論
を
補
完
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ

論　
　
う
。

　
　
　
岡
本
明
氏
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
お
け
る
主
権
者
国
民
（
墨
ぎ
昌
）
の
意
義
に
つ
い
て
、
主
権
1
一
国
家
の
最
高
意
志
の
決
定
権

　
　
は
、
絶
対
君
主
も
ふ
く
め
た
旧
特
権
身
分
を
排
除
し
た
、
こ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
抽
象
的
全
体
と
し
て
の
国
民
に
帰
属
す
る
、
と
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
、
同
時
に
君
主
権
は
肯
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
民
主
主
義
的
意
味
に
お
け
る
共
和
制
が
主
張

　
　
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
主
権
の
問
題
は
、
革
命
の
歴
史
的
過
程
・
推
移
と
の
関
連
に

　
　
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
八
九
年
宣
言
は
、
主
権
は
、
絶
対
君
主
制
と
封
建
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
、
法
的
に
平
等
な
市
民
と
な
っ
た
、
個

　
　
々
人
の
統
一
的
全
体
と
し
て
の
国
民
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
理
念
を
掲
げ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
全
体
と
し
て
の
国
民
、
単
一
の
国
民
U

　
　
人
民
を
真
に
認
識
し
え
た
の
は
ル
ソ
ー
で
あ
ろ
う
．
、
彼
に
お
け
る
主
権
の
主
体
は
、
特
殊
意
志
を
も
て
る
人
民
の
集
団
で
は
な
い
。
国
家

　
　
意
志
（
法
律
）
の
実
体
を
な
す
普
遍
意
志
を
自
覚
し
た
押
入
（
社
会
契
約
の
主
体
た
る
個
人
）
の
統
一
体
が
人
民
で
あ
る
。
八
九
年
宣
言

　
　
が
そ
こ
ま
で
の
意
識
に
達
し
て
い
た
か
否
か
は
疑
間
で
あ
る
に
せ
よ
、
国
民
主
権
も
ま
た
、
君
主
主
権
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
君
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
主
権
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
．
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
国
民
主
権
も
広
義
に
お
け
る
人
民
主
権
に
属
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
民
主
権
は
、
そ
の
真
の
意
味
に
お
い
て
は
、
君
主
の
地
位
を
容
認
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
共
和
制
を
前
提

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
す
る
。
君
主
の
存
在
は
万
人
に
お
け
る
法
的
平
等
に
背
反
す
る
。
だ
か
ら
、
　
「
宣
言
」
に
お
け
る
主
権
の
意
味
は
、
厳
密
な
意
味
で
の

　
　
人
民
主
権
と
は
い
え
な
い
、
そ
の
理
念
と
し
て
の
表
明
、
換
言
す
れ
ば
人
民
主
権
の
端
初
に
す
ぎ
な
い
、
い
ま
だ
実
現
せ
ざ
る
人
民
主
権

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
国
民
主
権
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
杉
原
泰
雄
氏
は
、
国
民
主
権
は
人
民
主
権
と
全
く
異
質

　
　
の
概
念
と
い
わ
れ
て
い
る
冠
そ
う
ま
で
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
・
国
民
主
権
人
民
主
権
の
問
題
は
・
国
家
権
力
の
現
実
の
歴
史
的
．
階
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級
的
性
格
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
歴
史
的
段
階
で
権
力
は
革
命
の
主
体
を
な
す
市
民
的
諸
階
級
に
移
行
し
て
い
た
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
一
七
九
二
年
八
月
十
日
の
革
命
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
ギ
ン
も
、
八
九
年
「
『
人
権
宣
言
』
に
人
民
主
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
原
則
を
み
る
が
、
但
し
、
共
和
制
的
、
民
主
主
義
的
帰
結
な
し
に
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
国
民
主
権
と
は
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
0
囲
．
〉
．
ω
o
び
○
巳
・
℃
噌
○
巨
α
ヨ
①
ω
亀
Φ
一
、
国
蜜
け
殉
Φ
〈
9
9
δ
コ
⇒
p
甘
Φ
．
U
①
冨
力
Φ
〈
9
億
江
。
⇒
ヰ
鋤
9
鉱
ω
①
9
。
冨
o
O
5
ヨ
¢
づ
①
傷
①
H
◎
。
謡
・
ピ
9
。

　
℃
9
霧
ひ
①
■
Z
・
嵩
◎
。
・
H
O
謡
．
◎
。
●
〉

（
2
）
岡
本
明
「
ジ
ャ
コ
バ
ン
国
家
論
」
、
　
「
社
会
思
想
」
、
二
一
一
、
一
九
七
二
年
三
月
。

（
3
）
ζ
鋤
×
一
ヨ
注
窪
園
9
び
♀
民
9
ユ
ζ
p
。
『
×
・
2
0
∬
く
Φ
＝
Φ
ひ
9
江
o
P
μ
曾
H
●
勺
・
α
①
●

（
4
）
杉
原
泰
雄
「
国
民
主
権
の
研
究
」
、
参
照
。

（
5
）
ロ
コ
．
コ
．
¢
σ
○
』
ヨ
～
℃
帥
ω
ロ
ロ
旨
鵠
①
◎
ロ
σ
毎
①
o
↓
。
d
Φ
臣
。
同
属
甑
。
養
ω
o
×
＜
日
ゆ
Φ
貯
ρ
お
α
。
。
・
o
・
N
b
。
◎
。
●
　
な
お
、
一
八
七
一
年
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー

　
ン
に
お
い
て
も
、
共
和
制
こ
そ
が
人
民
主
権
に
適
応
す
る
国
家
形
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
（
柳
「
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ー

　
ン
に
お
け
る
代
表
観
念
に
か
ん
す
る
憲
法
史
的
考
察
」
、
法
政
研
究
、
三
八
巻
生
体
ー
四
合
併
号
、
三
六
〇
頁
参
照
。
）

（
一
）

　
一
七
九
一
年
九
月
三
日
制
定
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
、
主
権
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
シ
オ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
　
ブ
ル

　
「
主
権
は
単
一
、
不
可
分
に
し
て
譲
渡
さ
れ
え
ず
、
か
つ
時
効
に
か
か
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
民
に
存
す
る
。
人
民
の
い

か
な
る
部
分
も
、
い
か
な
る
個
人
も
、
主
権
の
行
使
を
纂
飽
し
え
な
い
」
　
（
第
三
篇
前
文
第
一
条
）

　
こ
こ
で
主
権
の
主
体
と
さ
れ
て
い
る
国
民
と
い
う
概
念
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
高
野
真
澄
氏
は
、
「
こ
こ
に
『
国

民
』
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
市
民
と
区
別
さ
れ
る
全
体
と
し
て
の
国
民
、
換
言
す
れ
ば
、
人
格
的
実
在
（
法
人
）
と
し
て
の
国
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論説
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

民
を
意
味
す
る
。
」
す
な
わ
ち
、
　
「
抽
象
的
人
格
体
と
し
て
の
国
民
」
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
杉
原
泰
雄
氏
も
、
　
「
国
民
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

全
国
籍
保
持
者
の
統
一
団
体
」
、
し
か
も
そ
れ
は
、
　
「
観
念
的
で
不
可
分
の
統
一
団
体
」
、
　
「
観
念
の
世
界
に
し
か
存
在
し
え
な
い
『
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

つ
の
抽
象
的
存
在
」
」
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
人
民
と
は
異
質
の
概
念
で
、
市
民
階
級
の
利
益
を
反
映
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
し
い
国
民
主
権
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
説
で
は
、
国
民
な
る
概
念
は
、
抽
象
的
な
単
一
の
人
格
的
実
在
の
擬
制
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
　
プ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
シ
オ
ン

　
「
一
七
九
一
年
憲
法
は
、
人
民
全
体
、
全
国
民
の
総
体
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
も
、
主
権
が
不
可
分
な
方
法
で
か
つ
分
割
不
能
な
権
方

と
し
て
国
民
に
属
す
る
、
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
権
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
ま
た
い
か
な
る
程
度
に
お
い
て
も
、
国

民
各
入
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
超
個
人
的
な
国
民
集
団
（
O
O
一
一
①
O
け
一
く
一
骨
Φ
　
　
①
×
け
H
g
－
一
白
島
一
く
｝
島
一
』
Φ
一
一
Φ
）
の
う
ち
に
存

　
　
　
ア
　

す
る
。
」

　
樋
口
謹
一
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
民
な
る
抽
象
的
概
念
が
同
時
に
コ
つ
の
実
在
、
こ
れ
を
構
成
す
る
個
人
と
は
別
個
の
存
在
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

主
張
し
う
る
一
つ
の
実
在
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
．
．
L
主
権
の
主
体
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
国
民
で
あ
っ
て
、
個
々
の
市
民
で
は

な
い
。
だ
が
、
根
本
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
主
権
が
単
一
の
権
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
体
た
る
国
民
も
ま
た
単
一
性
を
も
た
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
真
の
意
味
で
の
単
一
性
と
は
主
体
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

憲
法
の
条
項
に
お
け
る
主
権
の
主
体
と
し
て
の
国
民
は
、
疎
外
さ
れ
た
国
民
、
も
し
く
は
い
ま
だ
主
体
化
さ
れ
て
い
な
い
国
民
と
い
う
意

味
に
理
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
は
厳
密
な
意
味
で
の
人
民
主
権
と
は
い
え
な
い
。
同
時
に
、
人
民
主
権
の
要
素
を
全
く

備
え
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
人
民
主
権
の
対
立
物
、
異
質
物
と
し
て
の
国
民
主
権
で
あ
る
、
と
も
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を

詳
説
す
る
。

　
こ
の
憲
法
は
、
主
権
の
行
使
に
か
ん
し
て
は
、
人
権
宣
言
第
六
条
に
違
反
し
て
、
代
議
制
の
み
を
認
め
た
。
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「
す
べ
て
の
権
力
が
た
だ
彼
か
ら
の
み
発
す
る
と
こ
ろ
の
国
民
は
、
そ
れ
ら
の
権
力
を
委
任
に
よ
っ
て
の
み
行
使
し
う
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
憲
法
は
代
議
制
で
あ
る
。
代
表
者
は
立
法
府
（
O
o
弓
ω
一
①
σ
q
巨
碧
山
h
）
と
王
（
”
9
）
で
あ
る
。
」
　
（
第
三
篇
前
文
第
二
条
）

　
こ
の
条
項
に
た
い
し
て
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
憲
法
草
案
の
討
論
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
、
主
権

は
不
可
譲
で
あ
る
、
同
様
に
、
権
力
は
主
権
の
構
成
要
素
で
あ
る
か
ら
、
譲
渡
さ
れ
え
ず
、
委
任
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
国
民
に
属
す

る
。
た
だ
、
職
能
（
h
O
⇒
。
鼠
。
⇒
）
の
み
が
委
任
さ
れ
う
る
。
代
表
者
は
国
民
の
名
に
お
い
て
公
務
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
。
立
法
行
為

を
な
す
権
限
は
、
人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
代
表
者
に
の
み
属
す
る
。
し
か
し
、
代
表
は
権
力
の
委
任
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
れ
ば
、
権
力
の
譲
渡
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
右
条
項
は
、
国
民
は
職
能
を
委
任
に
よ
っ
て
行
使
す
る
、
と
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
勿
論
、
国
氏
は
す
べ
て
の
公
務
を
委
任
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
国
王
は
世
襲
に
し
て
人
民

に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
代
表
者
た
る
資
格
を
与
え
ら
れ
な
い
、
執
行
権
の
長
と
し
て
の
公
務
員
（
団
8
。
江
○
コ
巴
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

づ
β
虹
δ
）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
人
民
主
権
の
基
礎
に
代
表
制
を
位
置
づ
け
た
。
彼
は
こ
の
見
地
に
た
っ
て
国
王
の
拒
否
権
に
反

対
し
た
。
す
な
わ
ち
、
立
法
権
の
行
使
は
国
民
議
会
に
の
み
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
王
が
立
法
権
の
不
可
欠
の
部
分
で
あ
る
と
は
認
め
ら

　
　
　
い
　

れ
な
い
。
な
お
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
見
解
を
歴
史
的
に
検
討
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
一
七
八
九
年
九
月
二
一
日
人
権
宣
言
の
採
択
後
、
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
お
け
る
立
憲
君
主
制
の
憲
法
上
の
原
則
に
か
ん
す
る
討
論
の

な
か
で
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
国
王
の
拒
否
権
に
つ
い
て
反
対
を
表
明
し
た
。

　
「
す
べ
て
の
人
は
、
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
、
自
己
の
意
志
に
よ
り
自
己
を
統
治
す
る
権
能
を
も
つ
。
政
治
体
（
o
O
壱
ω
め
。
洋
δ
器
）
、

　
　
　
　
　
　
　
ナ
シ
オ
ン

す
な
わ
ち
一
つ
の
国
民
に
結
合
し
た
人
々
は
、
し
た
が
っ
て
、
同
一
の
権
利
を
も
つ
。
個
別
的
な
こ
と
を
意
志
す
る
権
能
か
ら
構
成
さ
れ

る
、
土
ハ
同
の
こ
と
を
意
志
す
る
こ
の
権
能
は
、
あ
る
い
は
立
法
権
は
、
全
社
会
に
お
い
て
不
可
譲
で
あ
り
、
主
権
的
で
あ
り
、
独
立
的
で
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論説

あ
る
。
法
律
は
こ
の
一
般
意
志
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
国
民
は
立
法
権
を
み
ず
か
ら
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
行

使
を
彼
の
権
力
の
受
任
者
た
る
代
表
者
に
委
任
す
る
。
　
（
そ
し
て
、
少
国
民
は
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
。
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
代
表
者
の
意
志
が
国
民
の
意
志
と
し
て
認
め
ら
れ
、
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
並
に
、

国
民
の
意
志
が
神
聖
に
し
て
、
す
べ
て
の
個
別
的
な
意
志
に
優
る
権
威
を
必
然
的
に
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
こ
の

権
威
な
く
し
て
は
、
法
律
を
制
定
す
る
他
の
手
段
を
も
た
な
い
国
民
は
、
事
実
上
立
法
権
と
自
己
の
主
権
を
奪
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ひ
と
り
の
人
が
法
律
に
反
対
す
る
権
利
を
も
つ
、
と
言
う
も
の
は
、
た
だ
一
人
の
意
志
が
す
べ
て
の
意
志
に
ま
さ
る
、
と
い
う
こ
と
を

言
う
に
等
し
い
。
彼
は
、
国
民
は
無
で
あ
り
、
た
だ
一
人
の
人
が
す
べ
て
で
あ
る
、
と
い
う
に
等
し
い
。
も
し
も
彼
が
、
こ
の
権
利
は
執

行
権
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
者
に
属
す
る
、
と
附
言
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
国
民
の
意
志
を
執
行
す
る
た
め
に
国
民
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た

人
が
国
民
の
意
志
に
逆
ら
い
、
そ
れ
を
拘
束
す
る
権
利
を
も
つ
、
と
い
う
に
等
し
い
。
彼
は
、
道
徳
的
に
も
政
治
的
に
も
考
え
が
た
い
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

つ
の
怪
物
序
ろ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
怪
物
が
国
王
の
拒
否
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

　
す
な
わ
ち
、
ト
ム
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
、
法
律
の
源
泉
は
一
般
意
志
で
あ
る
か
ら
、
国
民
議
会
の
決
定
を
拒
否
す
る
こ
と
を
特
定
の
個

人
に
認
め
る
国
王
の
停
止
的
拒
否
権
は
、
特
殊
意
志
を
一
般
意
志
に
優
先
せ
し
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
貴
族
制
と
専
制
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

復
帰
に
途
を
ひ
ら
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
代
表
者
の
意
志
が
国
民
の
一
般
意
志
で
あ
る
、
と
い
う
代
議
制
を

認
め
つ
つ
、
執
行
権
力
と
し
て
の
君
主
権
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。

　
「
君
主
制
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
真
の
意
味
に
お
い
て
は
、
執
行
権
が
た
だ
一
人
の
人
に
委
任
さ
れ
て
い
る
国
家
の
み
を
言
い
あ
ら
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
　
プ
ル

す
。
…
…
…
政
府
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
人
民
に
よ
っ
て
人
民
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
統
治
す
る
も
の
は
、
し
た
が
っ
て
国
王
そ
の
も
の
も
、
入
民
の
受
任
者
（
目
P
鋤
　
P
◎
鋤
一
当
曲
H
①
ω
）
で
あ
り
、
委
任
を
う
け
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

（傷

宸
ﾐ
α
q
償
Φ
ω
）
で
あ
る
。
」
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1791年フランス憲法における入団主権思想の展開（柳）

　
し
た
が
っ
て
、
彼
は
こ
の
見
地
か
ら
国
王
の
裁
可
権
（
ω
き
。
江
○
⇒
国
。
草
露
Φ
）
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　
「
法
律
の
裁
可
と
は
法
律
に
反
対
す
る
権
利
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
裁
可
と
は
執
行
権
の
受
託
者
（
α
9
0
。
・
冨
ヰ
Φ
）
が
法
律
の
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

行
と
公
布
を
な
す
こ
と
を
国
民
に
約
束
す
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

　
ト
ム
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
一
七
九
一
年
七
月
「
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
人
へ
の
訴
え
」

（
｝
臼
①
ω
ω
Φ
位
①
ζ
鋤
凶
ヨ
島
①
づ
刃
。
ぴ
①
ω
官
Φ
嘆
⑦
鋤
偉
×
国
鎚
9
鉱
ω
）
の
な
か
で
、
人
民
主
権
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち

　
「
人
権
宣
言
の
本
質
を
な
す
二
つ
の
原
理
は
、
権
利
の
平
等
と
国
民
主
権
（
ω
o
＜
興
Φ
薗
⇒
な
o
h
夢
Φ
Z
母
一
§
）
と
で
あ
る
。
権
利
の

平
等
は
、
国
家
の
構
成
員
の
全
体
に
属
す
る
。
国
民
と
は
、
勤
労
す
る
階
級
、
お
よ
び
貧
富
の
区
別
な
く
す
べ
て
の
人
々
を
含
む
。
－

…
こ
れ
ま
で
『
人
民
』
　
（
℃
Φ
o
覧
①
）
と
称
ば
れ
た
こ
の
大
い
な
る
か
つ
興
味
あ
る
階
級
は
、
自
然
の
友
で
あ
り
、
自
由
の
不
可
欠
の
戦
士

で
あ
る
。
何
故
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
、
こ
の
階
級
は
、
ま
さ
し
く
、
奢
修
に
よ
っ
て
腐
敗
せ
ず
、
誇
り
に
よ
っ
て
堕
落
せ
ず
、
奢
修
に

よ
っ
て
迷
わ
ず
、
平
等
に
反
す
る
激
情
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
人
民
主
権
（
ω
○
＜
Φ
触
Φ
ひ
q
昌
身
o
h
臼
③
O
Φ
o
弓
一
Φ
）
に
か
ん

し
て
、
人
民
は
常
に
そ
れ
を
、
擬
制
で
は
な
く
、
事
実
た
る
べ
く
把
握
し
て
い
る
。
議
会
は
、
主
権
的
な
人
民
の
権
利
に
反
す
る
な
に
ご

と
を
も
憲
法
上
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
国
民
は
、
彼
の
代
表
者
に
彼
の
意
志
を
強
制
す
る
憲
法
上
の
手
段
を
も
た
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

な
い
。
絶
対
的
に
独
立
的
で
あ
る
立
法
者
は
、
　
「
道
徳
的
・
政
治
的
怪
物
」
た
る
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
一
七
九
一
年
九
月
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
お
い
て
は
憲
法
に
か
ん
す
る
国
王
の
裁
可
権
を
否
定
し
た
。

　
「
憲
法
が
効
力
を
も
つ
た
め
の
唯
一
の
要
件
は
、
国
民
の
意
志
で
あ
る
。
い
か
な
る
人
も
国
民
の
運
命
の
推
移
を
阻
止
す
る
権
利
を
も

た
な
い
、
ま
た
国
民
の
至
高
の
意
志
に
さ
か
ら
う
権
利
を
も
た
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
憲
法
の
運
命
は
ル
イ
十
六
世
の
意
志
か
ら
独
立
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
憲
法
制
定
議
会
で
既
に
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
て
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

い
る
。
…
…
…
我
々
は
憲
法
を
ル
イ
十
六
世
の
審
査
に
ま
で
提
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
ク
レ

　
さ
ら
に
、
第
一
次
集
会
等
の
組
織
に
か
ん
す
る
一
七
八
九
年
一
二
月
二
二
日
の
法
令
は
、
市
民
を
能
動
的
市
民
と
受
動
的
市
民
と
に
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

黙
し
、
能
動
的
市
民
の
み
に
第
一
次
集
会
に
参
加
す
る
権
利
を
認
め
た
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
国
民
の
大
多
数
か
ら
主
権
の
構
成
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

た
る
政
治
的
権
利
を
奪
う
こ
の
制
限
選
挙
制
度
の
も
と
で
は
、
国
民
は
主
権
者
で
は
な
い
、
と
し
て
こ
れ
を
「
富
者
の
寡
頭
支
配
」
と
批

　
　
　
の
　

判
し
た
。
す
で
に
、
彼
は
、
一
七
八
九
年
一
〇
月
二
二
日
の
会
議
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
す
べ
て
の
市
民
は
、
誰
で

あ
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
の
代
表
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
上
に
諸
君
の
人
権
宣
言
に
適
す
る
も
の
は
な

い
。
人
権
宣
言
の
も
と
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
権
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
、
あ
ら
ゆ
る
例
外
は
、
消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
憲
法
は
、
主
権
が
人
民
（
℃
①
○
亘
①
）
に
、
す
な
わ
ち
詩
篇
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
個
入
に
あ
る
、
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

各
人
は
、
彼
を
拘
束
す
る
法
律
の
制
定
と
自
己
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
公
務
の
管
理
と
に
協
力
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な

い
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
入
園
が
権
利
に
お
い
て
平
等
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
間
が
市
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
で
な
く
な
る
。
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
レ
ク

…
…
諸
君
の
す
べ
て
の
法
令
か
ら
は
、
各
市
民
は
、
法
律
の
制
定
に
協
力
す
る
権
利
、
し
た
が
っ
て
ま
た
財
産
の
区
別
な
し
に
選
挙
人
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

い
し
被
選
挙
人
と
な
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
．
、
」

　
以
上
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
八
九
年
人
権
宣
言
の
理
念
を
人
民
主
権
と
理
解
し
、
こ
の
理
念
を
憲
法
の
各
条
項

に
お
い
て
つ
ら
ぬ
か
ん
と
し
た
。
と
は
い
え
、
彼
も
ま
た
君
主
権
そ
の
も
の
を
ま
だ
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
代
議
制
を
肯
定
し

た
に
せ
よ
、
主
権
の
本
質
的
な
構
成
要
素
と
み
ら
れ
た
立
法
権
に
つ
い
て
は
、
ル
ソ
ー
に
従
い
、
こ
の
権
力
の
全
体
を
代
表
者
に
委
任
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
と
は
認
め
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の
見
地
か
ら
、
一
七
九
一
年
八
月
十
日
委
員
会
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
憲
法
草
案
に
対
し
て
つ
ぎ
の

よ
う
に
批
判
し
た
。
　
「
委
員
会
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
委
任
（
島
蝕
ひ
窓
ぎ
ゆ
）
は
、
永
久
的
な
委
任
で
あ
り
、
し
か
も
委
員
は
、
国
民
の

受
任
者
達
が
国
民
の
名
に
お
い
て
な
し
た
こ
と
に
対
し
て
国
民
が
自
己
の
意
志
を
一
度
表
明
す
る
憲
法
上
の
い
か
な
る
手
段
を
も
国
民
に
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の
こ
し
て
い
な
踵
」

　
し
か
し
、
九
一
年
憲
法
は
前
記
の
よ
う
に
代
議
制
を
採
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
府
の
議
員
は
全
国
民
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ

た
。
　
「
代
議
士
は
各
県
で
指
名
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
の
代
表
者
で
は
な
く
、
国
民
全
体
の
代
表
者
で
あ
る
。
県
は
代
表
者
に
い
か

な
る
委
任
を
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
　
（
第
三
篇
第
一
章
第
三
節
第
七
条
）
こ
れ
は
、
議
員
が
命
令
的
委
任
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
の
　

と
を
意
味
す
る
。
こ
の
旧
制
度
た
る
命
令
的
委
任
の
制
度
は
、
一
七
八
九
年
＝
一
月
二
三
日
の
法
令
で
国
民
代
表
制
と
矛
盾
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

理
由
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
市
民
が
立
法
に
参
加
す
る
権
利
を
も
つ
、
と
い
う
宣
言
の
規
範
に
背
い
て
、
制

限
選
挙
、
間
接
選
挙
・
等
級
選
挙
制
が
採
用
さ
れ
た
。
市
民
は
、
一
二
月
二
三
口
の
法
令
に
し
た
が
い
、
査
定
納
税
額
を
規
準
と
し
て
能

動
的
市
民
と
受
動
的
市
民
と
に
区
別
さ
れ
、
有
産
潤
た
る
能
動
的
市
民
の
み
に
選
挙
権
、
被
選
挙
権
を
与
え
た
。
能
動
的
市
民
の
資
格
は

年
齢
二
五
才
以
上
の
男
子
、
一
定
の
担
税
能
力
、
　
「
少
な
く
と
も
三
日
分
の
労
賃
の
価
値
に
等
し
い
直
接
税
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
。
」

（
第
三
篇
第
一
墨
黒
二
節
第
二
条
）
に
限
ら
れ
る
。
し
か
も
、
能
動
的
市
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
選
挙
人
の
集
会
（
〉
ω
ω
Φ
ヨ
巨
ひ
Φ
曾
？

0
8
同
巴
①
）
が
議
員
を
選
挙
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
選
挙
人
の
資
格
は
、
能
動
的
市
民
の
そ
れ
よ
り
も
き
び
し
く
、
一
〇
〇
日
分
、

一
五
〇
日
分
、
二
〇
〇
日
工
、
四
〇
〇
熟
客
の
労
賃
に
等
し
い
収
入
、
財
産
が
基
準
と
な
る
。
　
（
四
諦
七
条
）
ま
た
、
被
選
挙
権
の
資
格

は
、
二
五
才
以
上
の
男
子
で
、
「
そ
の
身
分
、
職
業
、
租
税
負
担
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
の
能
動
的
市
民
」
（
第
三
篇
第

一
章
第
三
恩
讐
三
条
）
で
あ
る
。
こ
う
し
て
国
民
の
多
数
を
な
す
受
動
的
市
民
た
る
無
産
大
衆
は
主
権
の
行
使
か
ら
疎
外
さ
れ
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

こ
と
は
、
高
野
真
澄
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
権
の
主
体
と
行
使
と
の
あ
い
だ
の
分
離
・
矛
盾
を
意
味
す
る
。
な
お
、
マ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ク
レ

ス
も
資
本
論
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
七
九
一
年
六
月
一
四
日
一
一
七
日
の
法
令
た
る
ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ
法
（
ピ
9
い
Φ
0
7

9
b
2
窪
）
は
、
労
働
者
の
団
結
権
を
剥
奪
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
違
反
に
た
い
し
て
一
年
間
の
能
動
的
市
民
権
行
使
の
停
止
を
規
定
し

詫ナ
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こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
九
一
年
憲
法
に
お
け
る
主
権
の
性
格
は
、
七
九
年
人
権
宣
言
に
お
け
る
国
民
主
権
の
原
理
か
ら
の
後
退
を
示

し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、
九
一
年
憲
法
に
お
け
る
国
民
主
権
は
人
民
主
権
と
本
質
的
に
こ
と
な
る
、
そ
れ
と
無
縁

の
概
念
と
ま
で
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
憲
法
も
ま
た
革
命
の
所
産
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
民
主
権
的
要
素
を

内
包
し
て
い
る
こ
と
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
国
民
議
会
の
み
が
憲
法
を
制
定
す
る
唯
一
の
権
威
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
国
王
の
裁
可
を
必
要
と
す
る
か
、
と
い
う

九
一
年
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
論
争
の
な
か
で
、
国
王
の
裁
可
を
不
要
と
す
る
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
見
解
が
国
民
議
会
に
お
い
て
は
認

め
ら
れ
た
。
一
七
九
一
年
九
刀
＝
二
日
ル
イ
＝
副
章
は
こ
の
憲
法
受
諾
の
旨
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
声
明
し
た
。

　
「
予
は
、
汝
等
が
予
の
受
諾
の
た
め
に
予
に
提
出
し
た
憲
法
典
を
綿
密
に
審
査
せ
り
。
予
は
こ
れ
を
受
諾
す
、
そ
し
て
こ
れ
を
執
行
す

る
で
あ
ろ
う
。
…
…
…

　
予
は
人
民
の
多
数
が
憲
法
に
与
え
た
賛
意
を
知
悉
し
て
い
る
か
ら
、
予
が
要
求
し
た
こ
の
事
業
へ
の
協
力
を
断
念
す
る
こ
と
を
宣
言
す

　
ハ
　
　

る
。
」

　
こ
う
し
て
、
憲
法
制
定
へ
の
参
加
を
み
ず
か
ら
断
念
し
た
国
王
は
国
民
議
会
で
起
立
し
て
国
民
と
憲
法
に
た
い
す
る
4
1
心
誠
を
宣
誠
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

議
員
達
は
坐
し
て
こ
の
誓
い
を
受
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
か
う
な
制
憲
の
歴
史
的
過
程
の
考
察
の
う
え
に
レ
ヅ
ロ
ー
プ
は
結
論
す

る
。
　
「
国
民
と
そ
の
代
表
者
た
る
国
民
議
会
が
至
高
の
権
力
を
も
ち
、
国
王
は
国
民
議
会
に
従
属
し
、
国
民
議
会
か
ら
権
力
を
う
け
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

そ
れ
ゆ
え
に
国
民
議
会
の
み
が
憲
法
を
制
定
す
る
権
限
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
疑
い
も
な
く
明
瞭
に
な
っ
た
。
」

　
こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
代
表
者
た
る
制
憲
議
会
の
み
が
、
国
王
の
裁
可
と
い
う
手
続
な
し
に
憲
法
を
制
定
し
え
た
、
と
い
う
こ

の
歴
史
的
過
程
を
つ
ら
ぬ
く
革
命
の
力
に
人
民
主
権
の
原
理
の
発
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
王
の
意
志
は
も
は
や
法
律
た
る
効
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
ち
え
な
い
。
国
民
の
意
志
－
一
階
級
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
で
あ
ろ
う
が
一
1
が
法
律
と
な
る
。
こ
の
原
型
は
憲
法
典
に
つ
ぎ
の
よ
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う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
　
「
フ
ラ
ン
ス
に
は
法
律
の
権
威
に
優
る
権
威
は
な
い
。
国
王
は
法
律
に
よ
っ
て
統
治
し
、
法
律
の
名
に
お
い
て

の
み
服
従
を
要
求
し
う
る
。
」
　
（
第
三
篇
第
二
章
第
一
節
第
三
条
）

　
だ
が
、
九
一
年
憲
法
は
代
表
観
念
に
か
ん
し
て
国
民
主
権
と
の
関
係
に
お
い
て
重
大
な
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
機
関

と
と
も
に
国
王
も
ま
た
ひ
と
し
く
国
民
の
代
表
者
と
さ
れ
て
い
る
。
議
員
は
い
う
ま
で
も
な
く
国
民
の
一
部
で
あ
り
、
選
挙
を
つ
う
じ
て

国
民
と
の
法
的
連
繋
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
国
王
は
国
民
で
は
な
い
。
王
権
は
不
可
分
に
し
て
、
世
襲
で
あ
り
（
第
三
篇
第
二
章

第
一
塗
壁
一
条
）
、
王
の
人
身
は
不
可
侵
に
し
て
神
聖
で
あ
る
。
　
（
同
署
二
条
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
指
摘
し
た
よ
う
に

国
民
と
異
質
な
、
な
に
人
に
よ
っ
て
も
選
任
さ
れ
な
い
、
世
襲
の
王
に
代
表
者
と
い
う
法
的
人
格
を
擬
制
す
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
矛

盾
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
九
一
年
憲
法
に
お
け
昏
主
権
概
念
は
、
如
上
の
よ
う
な
諸
矛
盾
を
内
在
せ
し
め
て
い
る
国
民
主
権
で
あ
る
と
規
定
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
革
命
の
力
は
厳
と
し
て
実
在
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
人
民
主
権
の
形
骸
化
し
た
国
民
主
権
と
は
み
ら
れ
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
は
、
人
民
主
権
生
成
へ
の
過
渡
と
し
て
の
国
民
主
権
と
み
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
九
一
年
憲
法
は
、
国
民
主
権
の
原
理
と
な
ら
ん
で
権
力
分
立
主
義
を
他
の
一
つ
の
原
理
と
し
て
か
か
げ
た
。
前
述
憲
法
典
第
三
篇
前
文

第
二
条
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
権
者
国
民
は
主
権
の
行
使
を
立
法
府
と
王
に
委
任
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
権
と
執
行
権
と
は

国
民
の
代
表
者
と
し
て
同
等
の
権
威
を
も
っ
て
国
民
の
主
権
を
行
使
す
る
権
能
を
主
権
者
国
民
か
ら
授
権
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
機
関
的
に
独
立
性
を
も
ち
、
法
律
的
に
同
位
に
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
。
但
し
、
行
政
権
に
か
ん
し
て
は
、
国
王
以
外
の
行
政
官

に
は
国
民
の
代
表
た
る
権
威
は
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
。
　
「
行
政
官
は
な
ん
ら
代
表
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
は
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国
王
の
権
威
と
監
督
の
も
と
に
行
政
の
機
能
を
果
す
べ
く
人
民
に
よ
っ
て
随
時
に
選
出
さ
れ
る
官
吏
で
あ
る
。
」
　
（
策
三
篇
第
四
章
第
二

節
節
二
条
）
さ
ら
に
、
　
「
王
の
み
に
大
臣
の
選
任
お
よ
び
免
職
の
権
限
が
属
す
る
。
」
　
（
第
三
篇
第
二
章
第
四
節
第
一
条
）
す
な
わ
ち
、

行
政
官
は
国
王
の
補
佐
機
関
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
前
記
「
フ
ラ
ン
ス
に
は
法
律
の
権
威
は
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
、
主
権
者
国
民
の
総
意
の
表
明
と
し
て

の
法
律
の
権
威
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
民
主
主
義
の
原
理
の
発
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
立
法
権
の
優
位
の
理
念
の
表
明
と
解

さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
、
か
の
八
九
年
人
権
宣
言
草
案
の
審
議
過
程
に
お
い
て
権
力
分
立
の
規
定
に
か
ん
し
て
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー

ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
権
力
分
立
と
入
民
主
権
と
の
矛
盾
が
再
び
現
出
し
て
い
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
立
法
権
は
国
民
議
会
に
の
み
属
し
た
。
す
な
わ
ち
　
　
－

　
「
立
法
権
は
、
人
民
に
よ
っ
て
自
由
に
選
出
さ
れ
る
有
期
の
代
表
者
で
権
成
さ
れ
る
国
民
議
会
に
委
任
せ
ら
れ
、
国
王
の
裁
可
の
も
と

に
国
民
議
会
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
」
　
（
第
三
篇
第
三
条
）
　
「
法
律
を
提
案
し
、
議
決
す
る
」
権
能
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
「
排
他
的
に

立
法
府
に
委
任
せ
ら
れ
る
。
」
　
（
第
三
篇
第
三
章
第
一
節
第
一
条
）
　
「
執
行
権
は
、
い
か
な
る
法
律
を
も
、
た
と
え
暫
定
的
法
律
を
も
、

制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
　
（
第
三
篇
第
四
章
第
一
節
第
六
条
）

　
、
M
法
権
、
す
な
わ
ち
法
律
を
提
案
し
、
議
決
す
る
権
能
は
、
任
期
二
年
で
、
国
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
、
常
設
の
一
院
制
議
会
た
る

立
法
国
民
議
会
（
〉
ω
ω
①
ヨ
σ
蒜
Φ
Z
鋤
江
○
づ
巴
。
ピ
Φ
α
q
紳
ω
す
鉱
く
①
）
に
属
す
る
。
　
「
立
法
府
を
構
成
す
る
国
民
議
会
は
、
常
設
に
し
て
、
一
院
の

み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
」
　
（
第
三
篇
第
一
章
第
一
条
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
議
会
の
立
法
権
は
王
権
に
よ
る
制
約
を
う
け
た
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
、
国
王
の
裁
可
権
、
就
中
停
止
的
拒
否

権
を
認
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
七
八
九
年
六
月
一
七
日
国
民
議
会
の
決
議
「
正
当
な
国
民
代
表
の
み
が
国
民
の
意
志
に
協
力
す
る
こ
と

が
で
き
、
か
つ
正
当
な
国
民
代
表
の
全
員
が
こ
の
議
会
に
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
国
民
の
一
般
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意
志
を
解
釈
し
、
表
示
す
る
権
限
は
、
こ
の
議
会
に
属
し
、
ま
た
こ
の
議
会
に
の
み
属
す
る
。
王
位
と
こ
の
議
会
と
の
あ
い
だ
に
は
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
る
拒
否
権
も
否
定
的
権
能
も
あ
り
え
な
い
。
」
の
精
神
に
背
反
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
は
あ
る
案
件
を
考
慮
に
入
れ
る
よ
う
議

会
に
要
請
し
う
る
（
第
三
篇
第
三
章
第
一
節
第
一
条
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
議
会
で
議
決
さ
れ
た
法
案
の
裁
可
を
拒
否
す
る
権
限
を
も
つ
。

こ
れ
は
、
　
「
こ
の
拒
否
は
停
止
的
で
し
か
な
い
」
　
（
第
三
篇
第
三
章
第
三
節
第
二
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
停
止
的
拒
否
権
と

い
わ
れ
、
法
律
の
発
効
の
停
止
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
議
会
が
法
案
提
出
後
側
会
期
つ
づ
い
て
同
一
法
案
を
議
決
す
る
と
き
に
は
、
国

王
は
拒
否
し
え
な
い
、
し
た
が
っ
て
裁
可
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
　
（
第
三
篇
第
三
章
第
三
節
第
二
条
）
と
は
い
え
、
最
高
限
六
年
は

停
止
で
き
る
。
王
の
同
意
は
署
名
と
な
る
。
法
律
の
公
布
も
王
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
　
（
第
三
篇
第
四
章
第
一
節
事
一
条
）
だ
か
ら
、
こ

の
停
止
的
拒
否
権
は
、
執
行
権
の
立
法
権
へ
の
重
大
な
る
介
入
・
侵
害
を
意
味
す
る
。
た
だ
、
国
王
は
議
会
の
解
散
権
を
も
た
な
か
っ

た
。　

他
方
に
お
い
て
、
国
民
議
会
は
行
政
機
関
を
監
視
す
る
権
能
を
も
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
臣
お
よ
び
行
政
官
吏
に
た
い
す
る
刑
事
責
任
を

追
求
す
る
権
限
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
大
臣
お
よ
び
執
行
権
の
重
要
な
官
吏
の
責
任
を
国
家
高
等
法
院
（
出
9
葺
Φ
O
o
霞
Z
9
江
8
9

に
起
訴
す
る
」
権
限
、
　
「
国
家
の
安
全
と
憲
法
に
反
す
る
」
犯
罪
に
た
い
し
て
大
臣
を
国
家
高
等
法
院
に
起
訴
す
る
権
限
（
第
三
篇
第
三

章
第
一
節
第
一
条
、
第
一
〇
項
）
で
あ
る
。

　
国
民
議
会
は
さ
ら
に
財
政
権
を
掌
握
し
た
。
こ
の
権
能
は
、
人
権
宣
言
第
一
四
条
、
第
一
五
条
に
規
定
さ
れ
た
民
主
主
義
の
原
理
「
す

べ
て
の
市
民
は
自
身
で
ま
た
は
そ
の
代
表
者
に
よ
り
租
税
の
必
要
を
確
認
し
、
こ
れ
を
自
由
に
承
諾
し
、
か
つ
そ
の
使
途
を
監
視
し
、
か

つ
そ
の
分
但
額
・
標
準
・
徴
収
お
よ
び
徴
収
期
間
を
定
め
る
権
利
を
有
す
る
。
」
　
（
第
一
四
条
）
　
「
社
会
は
す
べ
て
の
行
政
官
吏
に
報
告

を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
」
　
（
第
一
五
条
）
に
照
応
し
て
、
　
「
公
共
の
支
出
を
定
め
る
こ
と
」
　
（
憲
法
第
三
篇
章
三
章
第
一
節
第
一
条

第
二
項
）
、
　
「
租
税
を
確
定
し
、
そ
の
性
質
、
そ
の
分
担
額
、
そ
の
徴
収
の
期
間
お
よ
び
方
法
を
定
め
る
こ
と
」
　
（
第
三
項
）
、
　
「
王
国
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の
各
県
に
直
接
税
を
割
り
当
て
、
公
共
の
全
収
入
の
使
用
を
監
視
し
、
こ
れ
に
か
ん
す
る
報
告
を
な
さ
し
め
る
こ
と
」
　
（
第
四
項
）
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
国
民
議
会
は
、
行
政
に
か
ん
し
て
は
、
　
「
公
職
の
創
設
と
廃
止
を
議
決
す
る
」
　
（
同
第
五
項
）
権
能
、
　
「
国
有
地
の
管
理
お
よ
び

綾
渡
」
　
（
第
九
項
）
を
定
め
る
権
能
、
通
貨
の
呼
称
等
を
決
定
す
る
権
能
（
第
六
項
）
、
軍
事
に
か
ん
し
て
は
、
毎
年
陸
海
軍
の
兵
力
、

給
与
、
徴
募
、
進
級
を
決
定
す
る
権
能
（
第
八
項
）
、
外
国
軍
隊
を
フ
ラ
ン
ス
領
土
に
入
れ
る
こ
と
を
許
可
し
、
禁
止
す
る
権
能
（
第
七

項
）
を
も
っ
た
。
対
外
関
係
に
か
ん
し
て
は
、
宣
戦
に
つ
い
て
は
、
国
王
の
提
議
を
前
提
と
す
る
が
、
議
会
の
議
決
が
不
可
欠
の
要
件
と

さ
れ
（
第
三
黒
馬
三
章
第
一
節
第
二
条
）
、
講
和
に
つ
い
て
は
議
会
が
王
に
交
渉
を
要
請
し
、
義
務
づ
け
る
権
限
を
も
ち
（
第
三
篇
第
三

章
第
一
節
第
二
条
）
、
平
和
条
約
そ
の
他
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
国
王
が
締
結
し
、
署
名
す
る
（
第
三
篇
第
三
章
第
三
節
第
三
条
）
が
、

議
会
の
批
准
が
不
可
欠
の
要
件
と
さ
れ
た
。
　
（
同
第
一
節
第
三
条
）

　
つ
ぎ
に
執
行
権
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
法
律
上
は
、
立
法
権
と
執
行
権
と
の
あ
い
だ
に
は
権
力
分
立
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ジ
ヤ
ン

　
「
政
府
は
君
主
制
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行
権
は
王
に
委
任
さ
れ
、
王
の
権
威
の
も
と
に
責
任
あ
る
大
臣
お
よ
び
他
の
官
吏
に
よ
っ

て
行
使
さ
れ
る
。
」
　
（
第
三
航
続
四
条
）
　
「
最
高
執
行
権
は
排
他
的
に
王
の
手
に
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
王
は
王
国
の
全
国
行
政
の
最
高

の
首
長
で
あ
る
。
公
共
の
秩
序
お
よ
び
安
寧
の
維
持
に
つ
い
て
そ
な
え
る
配
慮
は
王
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
」
　
（
第
三
篇
第
四
章
第
一
条
）

さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
大
臣
お
よ
び
そ
の
他
の
行
政
官
は
王
に
対
し
て
の
み
責
任
を
も
つ
。
大
臣
は
国
家
の
安
全
と
憲
法
に
た
い
す

る
あ
ら
ゆ
る
違
反
に
た
い
し
て
、
個
人
の
財
産
と
自
由
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
に
た
い
し
て
、
責
に
任
ず
る
。
　
（
第
三
篇
第
二
章
第
四
節
第
五

条
）
王
の
命
令
は
み
ず
か
ら
の
署
名
と
大
臣
の
夢
前
を
要
件
と
し
て
執
行
さ
れ
る
。
　
（
翌
々
四
条
）

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
執
行
権
は
主
権
者
国
民
か
ら
国
王
に
委
任
さ
れ
る
か
ら
、
最
高
執
行
権
は
、
国
民
で
は
な
く
国
王
に
あ
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　

は
、
執
行
権
が
独
立
の
権
能
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
立
憲
君
主
政
体
を
と
り
、
王
国
と
表
現
さ
れ
る
。
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し
か
も
、
　
「
王
国
は
単
一
に
し
て
、
不
可
分
で
あ
る
。
」
　
（
第
二
篇
第
一
条
）
さ
ら
に
、
王
は
、
　
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
」
で
あ
る
に
せ

よ
、
神
聖
・
不
可
侵
な
る
存
在
と
し
て
は
国
民
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
　
「
王
の
人
身
は
不
可
侵
に
し
て
神
聖
で
あ
る
。
そ
の
唯
一
の
称
号

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
で
あ
る
。
」
　
（
第
三
篇
第
二
章
動
一
節
第
二
条
）
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
点
に
は
国
民
主
権
と
の
矛
盾
が
露

呈
し
て
い
る
。

　
王
の
権
限
に
か
ん
し
て
は
、
王
は
法
律
の
執
行
の
た
め
に
法
律
に
適
合
す
る
命
令
を
発
す
る
権
限
を
も
つ
。
　
「
執
行
権
は
、
…
…
…
た

だ
法
律
の
執
行
を
命
じ
ま
た
は
想
起
せ
し
め
る
た
め
に
、
法
律
に
適
合
せ
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
」
　
（
第
二
篇

第
四
章
第
一
譜
第
六
条
）
ま
た
、
王
は
、
陸
海
軍
司
令
官
、
外
交
使
節
の
任
命
権
を
も
っ
た
。
　
（
第
三
篇
第
四
譜
第
二
条
）
軍
事
に
か
ん

し
て
は
、
兵
力
の
決
定
等
軍
政
の
重
要
事
項
は
議
会
の
権
限
に
あ
る
が
、
軍
の
統
帥
権
は
王
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
r

　
「
王
は
陸
海
軍
の
最
高
の
長
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
国
の
対
外
的
安
全
に
そ
な
え
、
王
国
の
諸
権
利
と
諸
領
土
と
を
維
持
す
る
配
慮

は
、
王
に
委
任
さ
れ
る
。
」
　
（
第
三
篇
第
四
章
第
一
条
）
　
「
王
の
み
が
、
対
外
的
政
治
関
係
を
維
持
し
、
交
渉
を
お
こ
な
い
、
隣
国
の
そ

れ
と
比
例
し
た
軍
備
を
な
し
、
彼
が
適
当
と
判
断
す
る
よ
う
に
陸
海
の
武
力
を
配
分
し
、
戦
争
の
場
合
は
指
揮
を
統
制
す
る
。
」
　
（
第
三

篇
第
四
色
心
三
節
第
一
条
）
　
「
国
家
の
安
全
を
守
る
た
め
、
外
敵
に
た
い
し
て
国
家
の
武
力
の
す
べ
て
の
部
分
は
王
の
命
令
の
も
と
に
行

動
す
る
。
」
　
（
第
四
篇
第
七
条
）

　
最
後
に
、
司
法
権
に
か
ん
し
て
は
、
そ
の
独
立
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
一

　
「
司
法
権
は
、
人
民
に
よ
っ
て
適
時
に
選
出
さ
れ
る
裁
判
官
に
委
任
さ
れ
る
。
」
　
（
第
三
篇
前
文
第
五
条
）
　
「
司
法
権
は
、
立
法
府
に

よ
っ
て
も
、
王
に
よ
っ
て
も
、
行
使
さ
れ
え
な
い
。
」
　
（
第
三
篇
第
五
章
第
一
条
）

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
国
民
主
権
の
原
理
、
し
た
が
っ
て
国
民
の
総
意
の
表
現
た
る
法
律
の
優
位
の
原
則
の
う
え
に
、
立
法
権
、
行

政
権
、
司
法
権
の
権
力
分
立
が
理
念
的
に
は
維
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
国
王
の
拒
否
権
、
王
の
不
可
侵
性
等
の
点
に
こ
の
原
理
に
た
い
す
る
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重
大
な
背
反
、
矛
盾
が
維
持
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
他
方
、
君
主
主
義
的
見
地
か
ら
は
こ
の
統
治
体
制
に
た
い
し

て
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
歴
史
哲
学
」
の
な
か
で
、
立
法
権
と
行
政
権
と
の
あ
い
だ
の
権
限

の
分
割
と
そ
の
内
的
矛
盾
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
鋭
い
洞
察
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
出
来
た
憲
法
は
王
権
を
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
家
の
最
上
位
に
は
君
主
が
位
し
、
君
主
が
大
臣
と
と
も
に

行
政
権
を
行
使
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
た
い
し
て
法
律
は
立
法
府
が
制
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
憲

法
は
直
ち
に
・
κ
、
の
内
的
矛
盾
を
暴
露
し
た
。
と
い
う
の
は
、
全
行
政
権
が
立
法
権
の
手
に
移
さ
れ
、
予
算
、
戦
争
と
講
和
、
軍
隊
の
徴
募

等
も
立
法
議
会
の
手
に
帰
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
切
が
立
法
議
会
の
手
に
握
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
予
算
は
概
念
上
は
法

律
で
は
な
い
。
予
算
は
年
々
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
予
算
の
編
成
を
や
る
権
力
は
行
政
権
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
ま
た
こ
れ
と

関
連
し
て
、
大
臣
や
官
吏
等
に
つ
い
て
も
行
政
権
に
は
間
接
の
任
命
権
し
か
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
統
治
権
（
幻
①
σ
q
δ
H
§
ひ
q
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
議
会
の
手
に
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
立
法
議
会
の
手
に
う
つ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
」

　
ま
た
、
ジ
ョ
セ
ブ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
も
、
同
じ
く
こ
の
憲
法
は
現
実
的
に
は
権
力
分
立
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い

る
⊂　

「
…
…
…
夫
の
有
名
な
る
政
権
分
割
法
は
仏
国
人
民
の
脳
袖
に
深
く
感
触
を
与
え
た
る
も
、
千
七
百
九
十
一
年
の
仏
国
憲
法
に
は
実
際

存
立
す
る
こ
と
な
か
り
き
。

　
政
権
分
割
の
実
を
得
ん
と
欲
せ
ば
、
宜
し
く
国
王
を
し
て
議
院
の
権
力
と
均
衡
を
保
た
し
め
、
又
時
と
し
て
は
代
議
士
を
審
判
す
る
の

権
力
を
有
せ
し
め
ざ
る
可
ら
ず
。
然
る
に
仏
国
憲
法
は
此
の
如
き
権
力
を
国
王
に
附
与
せ
ず
。
故
を
も
っ
て
立
法
官
の
事
業
は
全
く
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
権
力
を
振
ひ
、
他
に
こ
れ
ど
抗
行
す
べ
き
も
の
あ
る
を
見
ず
。
」

　
最
後
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
一
八
四
四
年
－
1
一
八
四
七
年
の
ノ
ー
ト
に
近
代
国
家
の
起
源
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
諸
々
の
特
質
を
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列
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
人
民
主
権
（
ω
o
く
興
巴
α
q
⇒
受
O
h
葺
Φ
b
①
o
且
①
）
、
代
議
制
国
家
（
幻
①
蜜
Φ
ω
Φ
暮
簿
貯
①
ω
δ
8
）
、

「
権
力
分
立
、
立
法
権
と
執
行
権
」
　
（
U
三
の
δ
⇒
o
団
b
o
≦
①
5
い
Φ
α
q
一
ω
宣
江
く
①
き
島
Φ
×
①
o
葺
ぞ
①
b
o
芝
興
）
と
い
う
指
標
は
、
　
一
七
九
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

年
憲
法
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

1791年フランス憲法における人民主権i思想の展開（柳）

解　．

（
1
）
、
高
野
真
澄
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
代
表
民
主
制
の
展
開
」
、
尾
道
短
期
大
学
研
究
紀
要
、
第
十
五
集
、
一
九
六
六
年
、
九
頁
。

（
2
）
同
「
ジ
ロ
ン
ド
・
ジ
ャ
コ
バ
ン
両
憲
法
に
お
け
る
人
民
主
権
実
現
の
構
想
」
、
尾
道
短
大
研
究
紀
要
、
第
一
六
集
、
一
九
六
七
年
、
四
九
頁
。

（
3
）
杉
原
泰
雄
「
国
民
主
権
の
研
究
」
、
二
六
〇
頁
。

（
4
）
同
書
、
同
頁
。

（
5
）
同
「
国
民
主
権
と
人
民
主
権
」
、
　
「
世
界
」
、
一
九
七
二
年
六
月
、
五
三
頁
。

（
6
）
杉
原
「
国
民
主
権
の
研
究
」
、
二
二
八
頁
、
二
六
〇
頁
。
　
「
国
民
主
権
の
憲
法
史
的
展
開
」
e
、
法
学
研
究
、
6
、
一
、
二
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
）
即
9
睡
Φ
◎
①
ζ
9
。
ぎ
Φ
お
鴇
O
。
⇒
鼠
9
ま
路
2
9
昏
ひ
。
ユ
Φ
α
q
Φ
降
車
Φ
α
2
、
田
9
け
・
8
ヨ
・
b
。
●
H
露
b
。
・
℃
．
虚
心
p

（
8
）
桑
原
武
夫
編
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
」
、
一
〇
六
頁
。

（
9
）
○
Φ
自
く
お
ω
創
Φ
ζ
鋤
巴
B
葺
①
コ
勾
○
σ
Φ
ω
讐
Φ
摸
Φ
・
δ
B
・
＜
頃
・
2
b
。
ふ
H
α
。
Ω
・
幻
。
び
①
重
力
①
α
ω
δ
ρ
U
δ
ω
富
簿
ω
昏
①
9
Φ
⇒
伽
9
即
碧
N
o
ω
竿

　
ω
O
げ
①
⇒
Z
讐
δ
づ
巴
く
Φ
屋
蟄
β
ヨ
信
一
〇
謎
ひ
q
＜
O
づ
H
刈
Q
◎
㊤
●
H
O
H
b
こ
謄
ω
ω
・
H
b
Ω
ω
山
N
ト

（
1
0
）
刃
○
び
Φ
ω
℃
δ
旨
や
3
に
．
℃
・
2
ω
●
O
U
●
コ
．
O
σ
○
』
コ
田
覧
≦
p
。
【
（
9
ま
鵠
』
鵠
舜
。
エ
℃
O
α
Φ
O
箒
け
①
℃
．
鵠
ω
α
℃
帥
嵩
＝
露
Φ
口
℃
O
譲
ω
o
コ
Φ
員
Φ
瓢
頴
頴
．
↓
O
竃
H
・
お
①
9

　
　
P
　
一
〇
け

（
1
1
）
皆
δ
・
け
●
①
●
℃
・
◎
◎
S

（
1
2
）
旨
竃
・
↓
プ
。
ヨ
づ
α
L
O
P
殉
。
び
Φ
ω
℃
δ
巨
9
＜
9
・
H
・
お
①
Q
◎
・
℃
・
α
⑩
●

（
1
3
）
力
O
ぴ
Φ
ω
℃
δ
聴
【
ρ
ま
δ
・
℃
●
◎
◎
◎
Q
・

（
1
4
）
き
ご
’
℃
℃
・
◎
o
◎
◎
I
Q
Q
㊤
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ウ
プ
ル

（
1
5
）
日
プ
○
ヨ
℃
ω
O
P
3
己
．
℃
℃
・
嵩
守
嵩
S
な
お
、
ブ
ウ
ロ
ワ
ゾ
オ
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
お
け
る
人
民
の
意
味
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
ス
ロ
ラ
ボ
リ
ウ
ズ

　
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
民
と
は
「
自
ら
勤
労
す
る
階
級
」
で
あ
っ
て
、
頽
廃
し
て
い
な
い
人
で
あ
る
。
　
（
ζ
9
。
円
。
じ
o
o
巳
9
ω
Φ
9
F
菊
。
ぴ
Φ
ω
営
Φ
農
9 39（2－4・69）215



論説

　
の
q
Φ
ω
巴
ω
乙
Φ
”
℃
・
ω
ω
・
遅
塚
忠
躬
訳
、
四
一
頁
。
）
彼
は
「
徳
を
具
え
た
人
間
」
で
あ
る
。
（
き
こ
・
℃
●
ω
刈
・
訳
、
四
五
i
四
六
頁
。
）
な
お
、

　
レ
ヅ
ロ
！
プ
は
い
う
。
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ペ
シ
オ
ン
と
は
、
議
会
の
行
為
に
た
い
す
る
審
査
権
（
N
①
昌
ω
霞
）
を
国
民
の
た
め
に
要
求
し
た
。

　
」
　
（
菊
Φ
α
の
一
〇
び
”
帥
α
帥
傷
。
ω
●
H
N
O
●
）

（
1
6
）
ヵ
○
σ
Φ
ω
喜
Φ
護
ρ
8
鼠
●
＜
｛
囲
●
℃
勺
・
①
逡
よ
Φ
9
①
O
Q
。
．

（
1
7
）
〉
噌
〇
幽
く
⑦
ω
℃
碧
ヨ
Φ
暮
巴
お
ω
・
ω
吟
6
。
ゲ
6
0
B
・
目
・
℃
・
お
呼
杉
原
、
前
掲
書
、
二
四
六
頁
、
参
照
。
　
「
能
動
的
市
民
の
み
が
、
カ
ン
ト
ン

　
を
単
位
と
し
て
組
織
さ
れ
る
第
一
次
集
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
（
第
一
節
第
一
条
、
第
二
条
）

（
1
8
）
力
。
σ
Φ
ω
O
δ
議
ρ
8
ζ
≦
H
6
0
悟
○
Φ
○
門
σ
。
「
Φ
菊
鱗
餌
畜
力
。
σ
①
ω
喜
Φ
誕
Φ
●
お
①
S
℃
畳
窃
●
じ
U
o
巳
9
ω
＄
億
し
玄
匹
．
℃
●
愈
．
邦
訳
、
五
五
頁
。

（
1
9
）
ヵ
。
げ
Φ
ω
且
。
議
ρ
ま
一
α
・
≦
・
℃
・
鴇
H
卿
杉
原
、
前
掲
書
、
二
四
五
頁
参
照
。

（
2
0
）
力
○
σ
㊦
ω
且
①
護
ρ
8
己
●
＜
H
H
・
℃
即
①
麟
よ
δ
。

（
2
1
）
8
こ
●
℃
●
O
這
・
幻
9
ω
δ
σ
」
げ
こ
’
ω
●
這
艀
．

（
2
2
）
菊
9
ω
ざ
げ
し
σ
己
．
ω
●
匡
9

（
2
3
）
U
b
臼
①
什
留
一
”
》
ω
ω
Φ
B
巨
σ
①
コ
鋤
江
8
巴
9
8
8
①
嘗
鋤
馨
幣
0
8
ω
葺
9
δ
づ
ら
Φ
ω
p
ω
ω
Φ
ヨ
三
ひ
Φ
ω
目
8
み
ω
⑦
⇒
書
聖
＜
Φ
ω
簿
9
ω
①
ω
Φ
ヨ
σ
マ

　
ひ
Φ
巴
§
一
三
馨
鎚
二
く
①
ω
・
　
こ
の
デ
ク
レ
前
文
第
八
条
に
は
、
代
議
士
は
あ
る
個
別
的
な
県
の
代
表
者
で
な
く
、
全
国
民
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ

　
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
　
（
㎏
〆
吋
O
コ
一
く
Φ
ω
　
℃
9
同
一
①
霞
ρ
①
⇔
け
9
一
目
①
ω
●
ω
σ
目
一
Φ
H
。
　
質
　
H
H
。
　
℃
　
・
H
㊤
戸
・
）
命
令
的
委
任
に
か
ん
し
て
は
、
　
「
国
民
代
表
の

　
投
票
の
自
由
は
い
か
な
る
個
別
的
委
任
に
よ
っ
て
も
妨
害
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
…
…
…
。
」
　
（
第
一
節
第
三
四
条
。
6
一
◎
・
℃
・
お
ω
●
）
さ
ら

　
に
、
一
七
九
〇
年
一
月
八
日
の
第
一
次
集
会
等
の
組
織
に
か
ん
す
る
訓
令
Q
⇒
ω
笥
¢
9
δ
コ
ω
費
す
｛
o
旨
6
江
。
コ
仙
①
ω
9
ω
ω
Φ
ヨ
げ
一
Φ
①
ω
一
ひ
ひ
q
一
ω
一
？

　
蔓
δ
ω
卑
器
ω
o
o
6
ω
巴
ヨ
一
⇒
ω
壁
菖
富
）
　
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
命
令
的
委
任
は
、
審
議
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
立
法
府
の
性

　
質
に
反
し
、
　
共
同
の
利
益
の
た
め
に
各
議
員
が
享
有
す
べ
き
表
決
の
自
由
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
　
彼
ら
を
派
遣
し
た
県
の
代
表
で
は
な
く
全
国

　
民
の
代
表
で
あ
る
、
と
い
う
議
員
の
性
格
に
反
し
、
か
つ
．
ま
た
国
民
の
各
部
分
が
全
国
民
の
団
体
（
6
0
憎
℃
ω
）
に
政
治
的
に
従
属
す
べ
き
必
要
性

　
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
選
挙
入
会
も
選
挙
記
録
に
命
令
的
委
任
を
挿
入
し
た
り
、
こ
れ
を
分
離
し
て
作
製
し
た
り
す
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
。
選
挙
人
会
は
、
自
己
の
指
名
し
た
代
表
者
に
い
か
な
る
カ
イ
ェ
　
（
o
p
三
①
同
）
も
個
別
的
委
任
を
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

　
　
（
3
準
勺
●
N
O
O
．
杉
原
、
前
掲
書
、
二
四
七
一
二
四
八
頁
。
）
ま
た
、
前
掲
デ
ク
レ
は
、
国
民
議
会
の
議
員
が
任
期
中
に
は
官
職
の
判
決
の
場
合

　
を
除
い
て
罷
免
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
規
定
す
る
。
　
（
前
文
第
十
一
条
）
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1791年フランス憲法における人民主権思想の展開（柳）

（
2
4
）
高
野
「
ジ
ロ
ン
ド
・
ジ
ャ
コ
バ
ン
両
憲
法
に
お
け
る
人
民
主
権
実
現
の
構
想
」
、
五
二
頁
。
な
お
、
岡
本
明
「
ジ
ヤ
コ
バ
ン
国
家
論
」
、
一
七

　
二
頁
、
参
照
。
桑
原
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
」
、
一
〇
四
－
一
〇
五
頁
、
参
照
。

（
2
5
）
同
法
第
四
条
参
照
。
　
Q
・
］
≦
・
日
ゴ
。
ヨ
℃
ω
o
コ
・
勾
『
Φ
冨
。
プ
幻
Φ
く
。
置
菖
o
P
U
o
o
9
ヨ
Φ
導
ω
嵩
◎
。
O
I
逡
・
℃
℃
・
c
。
腿
一
◎
。
①
・
語
手
二
一
・
一
・
ω
・
刈
。
。
H
i
刈

　
◎
◎
N
・

（
2
6
）
日
ぎ
ヨ
℃
ω
o
P
ま
凶
α
・
℃
．
お
刈
・
＜
α
q
ピ
知
Φ
似
巴
。
σ
し
三
α
・
ψ
鵠
●

（
2
7
）
園
Φ
9
ω
δ
σ
し
窪
畠
．
ω
．
諺
・
宮
沢
俊
義
「
憲
法
の
原
理
」
、
一
九
六
頁
参
照
。
．

（
2
8
）
殉
巴
ω
δ
σ
し
玄
9
ω
・
刈
Q
。
・

（
2
9
）
≧
び
Φ
二
ω
o
σ
o
巳
博
即
8
冨
Q
、
三
ω
δ
罵
Φ
留
冨
ヵ
①
＜
o
ξ
試
。
づ
マ
碧
8
δ
①
●
お
8
・
即
嵩
b
。
・

（
3
0
）
ζ
・
匂
・
○
≦
す
O
o
づ
ω
葺
ε
一
〇
⇒
讐
ω
ヨ
9
昌
画
学
Φ
ω
Φ
℃
p
。
『
導
一
〇
鵠
。
出
℃
o
≦
巽
ω
・
℃
・
H
◎
。
O
．
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
」
、
上
巻
②
、

　
五
五
七
頁
参
照
。

（
3
1
）
》
8
三
く
Φ
ω
℃
9
二
Φ
8
Φ
葺
9
。
ぼ
Φ
ρ
H
．
壁
Q
。
．
℃
．
話
S
幻
8
ω
一
〇
び
．
ま
置
・
ω
ψ
㎝
。
。
一
①
9

（
3
2
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
九
一
年
憲
法
に
お
け
る
主
権
と
執
行
権
と
の
関
係
は
、
か
の
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
の
起
草
過
程
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た

　
ラ
ボ
ー
・
ド
・
サ
ン
テ
チ
エ
ン
ヌ
の
見
解
と
こ
と
な
る
。
彼
は
、
君
主
権
を
認
め
る
が
、
し
か
し
、
執
行
権
は
窮
極
的
に
主
権
者
国
民
に
帰
属
す

　
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
　
（
柳
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
憲
法
に
お
け
る
人
民
主
権
思
想
の
展
開
」
　
（
一
）
、
　
「
法
政
研
究
」
三
七
巻
第
一
一
二

　
合
併
号
、
＝
ニ
ー
一
四
頁
、
参
照
。
な
お
、
杉
原
「
国
民
主
権
の
研
究
」
、
二
二
四
一
二
二
五
頁
、
参
照
。
深
瀬
忠
一
コ
七
八
九
年
人
権
宣
言

　
研
究
序
説
し
　
（
3
）
、
北
大
法
学
論
集
、
一
八
巻
三
号
、
六
二
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
　
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
」
、
六
六
八
頁
参
照
。
ま
た
、
ル

　
ソ
ー
に
お
い
て
も
、
最
高
執
行
権
は
、
主
権
の
顕
現
で
は
な
い
に
せ
よ
、
主
権
者
た
る
人
民
に
帰
属
す
る
。
　
（
杉
原
、
前
掲
書
、
一
五
七
－
一
五

　
八
頁
も
同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
）

（
3
3
）
P
名
．
口
£
Φ
r
＜
o
ユ
Φ
遷
宮
σ
q
Φ
⇒
口
σ
2
島
Φ
℃
三
一
〇
ω
0
9
δ
α
①
戦
○
Φ
8
三
〇
葺
①
・
（
国
・
9
0
昆
昌
①
お
出
Φ
ひ
q
Φ
一
著
ヨ
豊
9
Φ
婁
2
オ
ρ
H
H
．

　
ω
ω
．
蜜
O
i
α
①
磨
頃
Φ
σ
q
Φ
一
毛
Φ
葺
①
一
昌
N
溶
き
吐
σ
q
ゆ
仙
巳
Φ
P
這
．
ω
●
α
ω
b
。
）
武
市
健
人
著
「
歴
史
哲
学
」
、
下
巻
、
三
一
五
頁
。

（
3
4
）
ジ
ョ
セ
ブ
・
ド
・
メ
ス
ト
ル
「
主
権
原
論
」
、
陸
実
訳
、
陸
掲
南
全
集
、
第
一
巻
、
二
⊥
ハ
一
頁
。
0
9
＜
器
ω
8
ヨ
℃
君
民
Φ
ω
山
Φ
臼
。
ω
8
プ
α
Φ

　
ζ
巴
ω
跨
ρ
ゆ
早
手
§
＜
葺
。
”
ピ
唄
o
P
H
◎
。
◎
。
鮮
l
H
◎
。
。
。
S
＜
o
ピ
ピ
℃
℃
・
心
曽
－
畠
卜
。
●
（
関
西
日
仏
学
院
所
蔵
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
文
庫
、
ジ
ョ
セ

　
　
ブ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
全
集
、
リ
ヨ
ン
版
全
1
4
巻
、
福
岡
女
子
大
学
梶
原
教
授
所
蔵
×
Φ
3
×
資
料
に
よ
る
。
）
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説論

（
3
5
）
客
二
三
〆
じ
鎚
属
具
碧
剛
。
円
9
♂
く
。
葺
。
コ
讐
①
B
o
α
段
⇒
ω
邸
け
P
（
日
プ
Φ
Q
Φ
溢
5
き
峯
Φ
9
0
α
q
｝
、
．
℃
．
①
8
．
）

｝
九
↓
ハ
三
・
三
・
一
九
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